










前の症例数（人）
後の症例数（人）
前の回数（回）
後の回数（回）

施設の要件
（標榜科、手術件数、検査や手
術の体制等）

人的配置の要件
（医師、看護師等の職種や人
数、専門性や経験年数等）

その他
（遵守すべきガイドライン等そ
の他の要件）

見直し前
見直し後
その根拠

区分 　Ｍ

番号
技術名

具体的な内容

プラスマイナス
予想影響額（円）

その根拠

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについて
も記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについて
も記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについて
も記載）

１）名称

２）著者

P118より根面齲蝕予防の必要性が記載されており、Q21根面齲蝕の修復として，エビデンスレベルⅢで、グラスアイオノ
マーセメントとコンポジットレジン修復の根面齲蝕での有効性が示されている．

第６版　保存修復学（医歯薬出版株式会社）（2017年1月10日発行）

千田彰，寺下正道，寺中敏夫，宮崎真至　編

メタルインレー修復（P192-210）にグラスアイオノマーセメントとレジンセメントの推奨、コンポジットレジンイン
レー修復（P210-215）、セラミックインレー修復（P215-221）に装着にはレジンセメントを使用するとしている．

う蝕治療のガイドライン（第2版詳細版，2015）

特定非営利活動法人日本歯科保存学会編

364,516,800円

平成29年社会医療診療行為別統計平成29年6月審査分より，装着の保険医療材料料の歯科用合着・接着材料Ⅲの算定件数
（613,402件）からブリッジ仮着を目的として仮着用セメントが算定されているブリッジ仮着5歯以下（10,916件），6歯
以上（1,563件）とリテーナー装着5歯以下（203,721件），6歯以上（17,497件）を除いて，12カ月を乗した4,556,460件
が対象患者数及び回数になると推定し，その点数4点を乗して，10円をさらに乗して減点可能な金額（182,258,400円）
を求めた，そして，金属歯冠修復あるいは非金属歯冠修復における歯科用合着・接着材料Ⅲの廃止により歯科用合着・
接着材料Ⅱが充当されると推定し，その対象患者件数に歯科用合着・接着材料Ⅱの点数（12点）を乗し，さらに10円を
乗した金額（546,775,200円）より，廃止による減点可能な金額を減じて予想影響額を算出した．

なし

なし

公益社団法人　日本補綴歯科学会、一般社団法人　日本接着歯学会、
一般社団法人　日本歯科理工学会

M005（装着の保険医療材料料）
装着ー歯科用合着・接着材料Ⅲ（仮着用セメントを除く）

廃止する．

プラス

特になし

問題無し

4点
0点
廃止する．

0回

第６版保存修復学（医歯薬出版株式会社，2017年1月10日発行）に，メタルインレー修復（P192-210）にグラスアイオノ
マーセメントとレジンセメント，コンポジットレジンインレー修復（P210-215）及びセラミックインレー修復（P215-
22）にレジンセメントを装着材として使用すると推奨している．近年，歯冠修復物の装着は，従来使用されてきた歯科
用合着・接着材料Ⅲに分類されている歯科用燐酸亜鉛セメント，ハイボンド燐酸亜鉛セメント，カルボキシレートセメ
ント，水硬性セメントより物性，歯質接着性の高い材料を使用することが推奨されている．

通常の歯科を標榜する医療施設で対応できる．

通常の歯科医療施設で対応でき，治療する歯科医師と歯科衛生士で対応できる．

う蝕治療のガイドライン（第2版詳細版，特定非営利活動法人日本歯科保存学会編，2015）

4,556,460人
0人
4,556,460回

⑩予想影響額

・施設基準
（技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と）

⑧点数等見直し
の場合

⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術

年間実施回数の
変化等

⑤技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度（専門性等）

⑥安全性
　・副作用等のリスクの内容と頻度

⑦倫理性・社会的妥当性
（問題点があれば必ず記載）

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用され
る医薬品、医療機器又は体外診断薬

⑫その他

⑭参考文献１

⑭参考文献２

⑭参考文献３

⑭参考文献４

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

年間対象者数の
変化



３）概要（該当ページについて
も記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについて
も記載）

⑭参考文献５

⑭参考文献４



整理番号 426205

申請技術名

申請団体名

【医薬品について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日
薬事承認上の

「効能又は効果」
薬価
（円）

備考
※薬事申請及び公知申請の状況等
（薬事承認見込みの場合等はその
旨を記載）

薬機法で承認され，保険医療材料と
して申請，承認されているすべての
歯科用合着・接着材料Ⅱが該当す
る．

【医療機器について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日
薬事承認上の

「使用目的、効能又は効
果」

特定保険
医療材料

特定保険医療材料に該当する場合
は、番号、名称、価格を記載
(※薬事申請及び公知申請の状況
等（薬事承認見込みの場合等はそ
の旨を記載）

【体外診断用医薬品（検査用試薬）について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日 薬事承認上の「使用目的」

【その他記載欄（上記の欄に記載しきれない内容がある場合又は再生医療等製品を使用する場合には以下を記入すること）】

※　薬事承認されていない医薬品、医療機器又は体外診断薬を使用した技術は、原則として医療技術評価分科会での評価の対象外であ
る。承認見込みの場合、2019年８月末日迄に承認取得が可能な場合のみ、評価の対象となることに留意すること。

※　医薬品、医療機器又は体外診断薬については、当該技術の核となるものについて必ず具体的な薬品名、製品名を記載すること。

当該技術に使用する医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品について

※　該当する製品の添付文書を添付すること。

※　薬事承認上の内容等が不明な場合は、添付文書を確認するか、製造販売会社等に問い合わせること。

※　記載が不十分であると判断した場合は評価の対象外となるため、必要事項をもれなく記載すること。

歯科用合着・接着材料Ⅲ（仮着用セメントを除く）の廃止

特定非営利活動法人　日本歯科保存学会

備考
※薬事申請及び公知申請の状況等（薬事承
認見込みの場合等はその旨を記載）





既収載申請技術名：歯科用合着・接着材料Ⅲ（仮着用セメントを除く）の廃止

金属歯冠修復もしくは非金属歯冠修復における合着・接着に使用する歯科用合着・接着材料Ⅲ（仮着用セメントを除く）とは、歯科用燐酸
亜鉛セメント、ハイボンド燐酸亜鉛セメント、カルボキシレートセメント及び水硬性セメントである。近年、グラスアイオノマーセメントや接着性
レジンセメントの性能の向上により、修復物辺縁封鎖性の優れた歯科用合着・接着材料Ⅰ・Ⅱを推奨するため保険収載の廃止を申請する。

本技術の特徴と従来治療の比較

歯冠修復物は各種の合着用セメントで支台歯に装着するが，その臨床的予
後は各種合着用セメントの接着性，機械的強度，溶解性等の物性及び辺縁
封鎖性に影響される．歯科用合着・接着材料Ⅲ（仮着用セメントを除く）である
歯科用燐酸亜鉛セメント，ハイボンド燐酸亜鉛セメント，カルボキシレートセメ
ント及び水硬性セメントは，歯科用合着・接着材料Ⅰ，Ⅱであるグラスアイオ
ノマーセメントや接着性レジンセメントと比較してその物性及び辺縁封鎖性は
低く，歯科医師国家試験を受験する歯科学生用教科書でも推奨されていない．
平成29年6月審査分社会医療診療行為統計よりその使用頻度は，他の歯科
用合着・接着材料Ⅰ，Ⅱと比較すると年間使用頻度は10.9%であり，点数割合
では2.9%である．近年，このような物性及び辺縁封鎖性が劣るセメントで装着
した歯冠修復物は，辺縁のセメントラインから二次齲蝕が発症し，歯頚部付
近では根面齲蝕が発生する可能性が高くなり，合着精度は低く，予後不良と
なり歯の寿命を短くするとされていることから，物性及び辺縁封鎖性の優れた
歯科用合着・接着材料Ⅰ，Ⅱを積極的に臨床使用するべきと考える．

診療報酬上の区分

M005 装着 （装着の保険医療材料料）
1(3)歯科用合着・接着材料Ⅲ

エビデンスレベル：有効性と比較

う蝕治療のガイドライン（第2版詳細版，特定非営利活動法人日本歯科保
存学会編，2015）において、根面齲蝕の予防の必要性が書かれており、そ
の根面齲蝕の発症率を高める装着材料の使用は避けるべきである。

修復物辺縁から発症した根面齲蝕

対象疾患歯

金属歯冠修復もしくは非金属
歯冠修復物の装着該当歯

修復物辺縁から発症する根面齲蝕（模式図）

合着直後 セメントの溶解 根面齲蝕の発症



　有無をリストから選択

過去に提案した年度及び技術名
（新しい順に「、」で区切って
記載）

追加のエビデンスの有無 　有無をリストから選択

　Ｋ

「６　その他」を
選んだ場合に記載

【評価項目】

　Ｋ

1

前の症例数（人）

後の症例数（人）

前の回数（回）

後の回数（回） 56,800,000

従来からある技術であり、充分に成熟している。

平成29年度社会医療診療行為別によれば、120点以上の浸潤麻酔を行う可能性があると推定できる処置・手術(全身麻酔
下の手術は除く）は年間約56,800,000回（初期う蝕早期充填処置、う蝕歯即時充填形成等および歯冠形成は概ね30％が
その対象と推定）であり、１回の薬剤料は40円ルールで50円として想定される増額は2,840,000,000 円の増額となる。

麻酔薬剤料の算定

39,279,227

「実績あり」の
場合

年間実施回数の
変化等

再評価が必要な理由

①再評価すべき具体的な内容
（根拠や有効性等について記載）

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・技術内容
・点数や算定の留意事項

④普及性の変化
　※下記のように推定した根拠

⑤技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度（専門性等）

診療報酬区分

整理番号

申請技術名

申請団体名

年間対象者数の
変化

診療報酬区分（再掲）

1

算定要件の見直し

算定要件K001-(1)「第9部手術，所定点数が120点以上の処置特に規定する処置，区分番号M001 に掲げる歯冠形成の所定
点数には，浸潤麻酔の費用が含まれ別に算定できない」に続けて「ただし、使用した薬剤料は算定出来る」を追加す
る。

　現行の算定要件では、手術・歯冠形成・および120点以上の処置等に浸潤麻酔を施行した際に、麻酔行為の点数そのも
のが算定不可とされている。 しかし、これらの処置行為には麻酔効果の確実な奏効が求められるものが多く、多量の麻
酔薬剤を要することも希でない。医科点数表では、原則として使用した薬剤の薬剤料は算定を認められている。一例と
して抜歯手術は医科点数表にも該当項目(区分K404)があり、医科点数表で医師が抜歯時に浸潤麻酔を施行した場合、所
定点数として使用した薬剤料は算定できるが、同じ抜歯手術で同じ点数の医療行為が歯科点数表では認められない。歯
科の浸潤麻酔にこうした包括的な規制があるのは整合性を欠く。本来ならば全ての処置行為に対して、施行した浸潤麻
酔料の算定が認められるべきだが、上記医科点数表との整合性をとるためにも、麻酔薬剤料の算定は認められるべきで
ある。

診療報酬番号（再掲）

技術名

③再評価の根拠・有効性
　・治癒率、死亡率やQOLの改善等
　・学会のガイドライン上の位置づけ等

医療技術再評価提案書（保険既収載技術）

本技術または本技術に類似した技術の提案実績の
有無

技術の概要
（200字以内）

診療報酬番号

再評価区分（複数選択可）

427201

麻酔薬剤料算定の医科歯科格差の是正（120点以上の処置に対する薬剤料の算定）

一般社団法人　日本歯科麻酔学会

　提案年度（西暦）：2017
　提案当時の技術名：浸潤麻酔（120点以上の処置に対する薬剤料の算定）

　医科点数表では、原則として使用した薬剤の薬剤料は算定を認められており、歯科の浸潤麻酔のみにこうした包括的
な規制があるのは整合性を欠く。本来なら、全ての処置行為に対して、施行した浸潤麻酔料の算定が認められるべきだ
が、上記医科点数表との整合性をとるためにも、麻酔薬剤料の算定は認められてよいものと考える。

　手術・歯冠形成・および120点以上の処置等に浸潤麻酔を施行した際に、麻酔行為（技術料と薬剤料）の点数そのもの
が算定不可とされている。

　医科点数表では、原則として使用した薬剤の薬剤料は算定を認められており、使用薬剤の取り扱いに関しては医科歯
科間に差異がある必要性が見当たらない。また、局所浸潤麻酔に用いられた薬剤の種類や使用量が明確になることは医
療費の正確な把握、医療安全への基礎資料として極めて有用である。

１－Ａ 算定要件の拡大（適応疾患等の拡大）

１－Ｂ 算定要件の拡大（施設基準）

１－Ｃ 算定要件の拡大（回数制限）

２－Ａ 点数の見直し（増点）

２－Ｂ 点数の見直し（減点）

３  項目設定の見直し

４ 保険収載の廃止

６ その他（１～５のいずれも該当しない）

５ 新規特定保険医療材料等に係る点数

✓



施設の要件
（標榜科、手術件数、検査や手
術の体制等）

人的配置の要件
（医師、看護師等の職種や人
数、専門性や経験年数等）

その他
（遵守すべきガイドライン等そ
の他の要件）

見直し前
見直し後
その根拠

区分 　Ｉ

番号
技術名
具体的な内容
プラスマイナス
予想影響額（円）

その根拠

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについて
も記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについて
も記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについて
も記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについて
も記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについて
も記載）

特になし

特になし

特になし

特になし

特になし

2,840,000,000 円

平成29年度社会医療診療行為別から年間の薬剤料算定対象回数を約56,800,000回×50円として算出

なし（別紙、添付文書ともに不要）

なし

なし

通則 7
麻酔の特例

＋

従来からある技術であり、特段の記載事項なし。

　医科点数表では、使用した薬剤料の算定を認めており、その整合性をとることは、社会的妥当性は充分にあると考え
る。そもそも、医科歯科間に差異がある妥当性が見当たらない。現行の制度下では、120点以上の処置・手術に用いた浸
潤麻酔の薬剤名、使用量は明らかにならない。この算定により、使用薬剤名がレセプトや明細書に明記されることは、
患者への積極的な情報開示や医療安全への有益な情報提供にも貢献する。

なし

なし

なし

⑭参考文献５

⑩予想影響額

・施設基準
（技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と）

⑧点数等見直し
の場合

⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術

⑥安全性
　・副作用等のリスクの内容と頻度

⑦倫理性・社会的妥当性
（問題点があれば必ず記載）

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用され
る医薬品、医療機器又は体外診断薬

⑫その他

⑭参考文献１

⑭参考文献２

⑭参考文献３

⑭参考文献４

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等



整理番号 427201

申請技術名

申請団体名

【医薬品について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日
薬事承認上の

「効能又は効果」
薬価
（円）

備考
※薬事申請及び公知申請の状況等
（薬事承認見込みの場合等はその
旨を記載）

【医療機器について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日
薬事承認上の

「使用目的、効能又は効
果」

特定保険
医療材料

特定保険医療材料に該当する場合
は、番号、名称、価格を記載
(※薬事申請及び公知申請の状況
等（薬事承認見込みの場合等はそ
の旨を記載）

【体外診断用医薬品（検査用試薬）について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日 薬事承認上の「使用目的」

【その他記載欄（上記の欄に記載しきれない内容がある場合又は再生医療等製品を使用する場合には以下を記入すること）】

※　薬事承認されていない医薬品、医療機器又は体外診断薬を使用した技術は、原則として医療技術評価分科会での評価の対象外で
ある。承認見込みの場合、2019年８月末日迄に承認取得が可能な場合のみ、評価の対象となることに留意すること。

※　医薬品、医療機器又は体外診断薬については、当該技術の核となるものについて必ず具体的な薬品名、製品名を記載すること。

当該技術に使用する医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品について

※　該当する製品の添付文書を添付すること。

※　薬事承認上の内容等が不明な場合は、添付文書を確認するか、製造販売会社等に問い合わせること。

※　記載が不十分であると判断した場合は評価の対象外となるため、必要事項をもれなく記載すること。

麻酔薬剤料算定の医科歯科格差の是正（120点以上の処置に対する薬剤料の算定）

一般社団法人　日本歯科麻酔学会

備考
※薬事申請及び公知申請の状況等（薬事承
認見込みの場合等はその旨を記載）



浸潤麻酔 
120点以上の処置・手術に対する薬剤料の算定 

現点数表 
医科→薬剤料算定可 
歯科→算定不可 

本来なら使用した薬剤は全て
算定出来るのが当然 

対 象 
120点以上の処置・手術 
対象の全歯科疾患 

メリット 
現在明細書の交付が
原則となっているため、
使用した薬剤名も明記
されることが必要 

デメリット 
行った回数分だけ
医療費が増大する 

 

＞ 

算定要件K001-(1) に続けて 

「ただし、使用した薬剤料は算定出来る」を追加 



　有

過去に提案した年度及び技術名
（新しい順に「、」で区切って記
載）

追加のエビデンスの有無 　有

【評価項目】

区分 　Ｍ

番号
技術名

既存の治療法・検査法等の内容 CAD/CAM冠(間接法)

コンポジットレジンによるCAD/CAM冠と比較して、製作方法が異なる鋳造法であるため、支台歯の形態への
自由度が高くなり、十分な歯冠高径を得ることが出来ない場合等は咬合面の形態を逆屋根型や保持孔およ
び保持溝の付与を行い歯冠修復物の維持力の向上を図ることができる。また、過度な咬合圧が加わる場合
にも機械的性質がコンポジットレジンと比較してチタンおよびチタン合金の方が優れているため適用でき
る。そのため、上下顎の空隙の確保等のための対合歯の削合や脱離等による再製作および再装着の頻度が
減少することにより患者の負担軽減につながる。さらに、CAD/CAM冠と同様に、組織親和性、生体安定性が
優れているため金属アレルギーを有する患者へも有効である。支台歯への適合精度の観点では、ロスト
ワックス法によるチタンおよびチタン合金の鋳造が適当であり、鋳造欠陥を減らす目的で特殊な鋳造機と
専用の埋没材を使用することが必須であり、また、調整等にも専用の医療機器が必要とされる。なお、チ
タンおよびチタン合金をCAD/CAM加工すると切削器具の消耗が著しい。

C、Pul、Per、歯(の破)折、破損(破折)、脱離、不適合、大臼歯部に歯冠修復物が必要な歯科用金属アレル
ギー症状を示す患者、年齢は問わない

大臼歯部に維持力の十分な歯冠高径が確保できない場合は、支台歯の咬合面に保持孔(ホール）や保持溝
（グルーブ)等を付与する形態にして、精密印象後、作業模型上で、ワックスパターン形成を行い、鋳造し
て歯冠修復物を製作しセメントにて装着する。実施頻度は金属アレルギー患者が対象であるため少なく、
治療回数は約2～3回(支台歯形成および精密印象、装着)が予想され、金属修復であるため長期期間の耐用
年数(5～10年)が期待される技術である。

M001 1ロ、M001 2ロ、M005、M015-2
歯冠形成、装着、CAD/CAM冠

医療技術評価提案書（保険未収載技術）

429101

チタンおよびチタン合金による大臼歯歯冠修復物

一般社団法人日本歯科理工学会

　提案年度（西暦）：2017年
　提案当時の技術名：チタンおよびチタン合金による大臼歯歯冠修復物

C、Pul、Per、破損（破折）、脱離、不適合→冠破損（破折）、冠脱離、冠不適合

整理番号

申請技術名

申請団体名

本技術または本技術に類似した技術の
提案実績の有無

技術の概要
（200字以内）

「実績あり」の場
合

③対象疾患に対し
て現在行われてい
る技術（当該技術
が検査等であっ
て、複数ある場合
は全て列挙するこ
と）

対象疾患名

保険収載が必要な理由
（300字以内）

①申請技術の対象
・疾患、病態、症状、年齢等

②申請技術の内容
・方法、実施頻度、期間等
　（具体的に）

④有効性・効率性
・新規性、効果等について③との比較

金属アレルギーを有する患者への大臼歯歯冠修復物にはコンポジットレジン製のCAD/CAM冠が保険導入され
ているが、対象歯の歯冠高径が低いことや咬合圧の影響によって適用できない症例がある。このような症
例における代替技術として、高い機械的性質と耐食性を示し、組織親和性、生体安全性に優れたチタンお
よびチタン合金の鋳造法による歯冠修復物を提案する。

金属アレルギー患者へのCAD/CAM冠は、製作方法や機械的性質から適応症として「維持力に十分な歯冠高径
があること」と「過度な咬合圧が加わらないこと」が求められている。しかし、第二大臼歯部では歯冠高
径が十分に得られない症例が多く、その場合は脱離防止等を目的に支台歯に保持孔(ホール）や保持溝（グ
ルーブ)等を付与する。このような複雑な形態は、CAD/CAMシステムでは製作が困難であり、ロストワック
ス法による鋳造の歯冠修復物の製作が適応となる。さらに、金属アレルギー患者へ有効な金属として優れ
た組織親和性、生体安定性を有するチタンおよびチタン合金が挙げられるため、保険適用を提案する。



エビデンスレベル 3

年間対象患者数(人）
国内年間実施回数（回）

施設の要件
（標榜科、手術件数、検査や手術
の体制等）

人的配置の要件
（医師、看護師等の職種や人数、
専門性や経験年数等）

その他
（遵守すべきガイドライン等その
他の要件）

特になし

特になし

特になし

安全性に問題はない。

インプラント体等(特定保険医療材料)と同種の材料を使用するため安全性は担保されている。

682,671

今回の推定適用患者数については社会医療診療行為別調査を用いて、実施件数を人数と仮定し、下顎第一
大臼歯のCAD/CAM冠の実施件数データは現在存在しないため、平成29年度社会医療診療行為別調査（6月調
査分）の大臼歯への金属歯冠修復物の実施件数を元に算出する。また、金属アレルギー患者の割合につい
ては、平成26年度にて厚生労働省が承認した金属アレルギー患者へのCAD/CAM冠の医療技術評価提案書の金
属アレルギー患者推定割合の20％を用いることとする。
平成29年度社会医療診療行為別調査（6月調査分）の大臼歯への金属歯冠修復の件数は、558,627件（全部
金属冠 金銀パラジウム合金）＋3,188件（全部金属冠 鋳造用ニッケルクロム合金）＋7,078件（全部金属
冠　銀合金）＝568,893件である。
年間推計総件数は568,893件×12ヶ月＝6,826,716件である。
金属アレルギー患者数の推定として、平成26年度医療技術評価提案書：大臼歯部CAD/CAM冠の患者推計割合
（20%）を参考にすると6,826,716×0.2=1,365,343件/年
大臼歯への金属歯冠修復1件を人数として読みかえた場合、金属アレルギー患者数は1,365,343人/年であ
り、金属アレルギー患者はCAD/CAM冠か本技術のチタン全部金属冠を選択できるが、CAD/CAM冠が適用でき
ない症例の患者を最大で50%と推定すると適用患者数は1,365,343×0.5＝682,671人/年と推定した。

歯科医師にとっては既存のクラウンと同様であることからチェアーサイド側における形成等の技術は成熟
されているが、クラウン製作の観点では専用の鋳造機と埋没材を使用するため専門的な知識と技術が必要
となる。

①　生体親和性、生体安定性について
チタンの表面に形成される酸化被膜(不動体被膜)は強固であり、容易に再生されるため、生体内のような
腐食性の環境下でも耐食性が保たれ、組織親和性、生体安定性が高い。(金属バイオマテリアル、2007、東
京、pp37-41)。チタンに対するアレルギーについては、適切な検知法は確立されていないものの臨床報告
がほとんど認められておらず、金属アレルギー患者の治療に有用な金属材料であると考えられている
(Contact Dermatitis. 2016 Jun; 74(6):323-45.)。Ti-6Al-7Nb合金の耐食性については、長期間浸漬試験
およびアノード分極試験によって評価した結果では、Ti-6Al-4V合金よりも優れており、チタンと同等で
あったと報告されている(J Mater Sci Mater Med. 1998 Oct;9(10):567-74.)。
②　機械的性質について
標準的な摩耗試験を実施した研究では、コバルトクロム合金が最も高い耐摩耗性を示し、チタン合金とチ
タンが次いで良好であり、貴金属合金が最も低かったと報告されているが(Biomed Mater Eng. 
1995;5(3):161-7.)、咀嚼を模擬した摩耗試験装置で鋳造した金属製人工歯の耐摩耗性を評価した研究で
は、タイプ4金合金が最も優れており、これと有意差は無いがTi-6Al-7Nb合金とTi-6Al-4V合金が次いでお
り、チタンは金合金よりも有意に低かったと報告されている(J Prosthodont. 2002 Dec; 11(4):263-9.)。
また、咀嚼サイクル模擬摩耗試験によりチタンとTi-6Al-7Nb 合金の鋳造試料を比較した研究報告でも、
Ti-6Al-7Nb 合金の方が耐摩耗性が優れていたと報告されている(Biomaterials. 2003 Apr; 24(8):1519-
24.)。Ti-6Al-7Nb合金の鋳造体の機械的性質についての報告では、引張強さはチタンの約2倍、Ti-6Al-4V
合金を数%下回る程度であり、伸びはTi-6Al-4V合金より40%程度大きく、十分な強さと延性を示した(J 
Mater Sci Mater Med. 1998 Oct;9(10):567-74.)。
③　鋳造性について
高速の遠心式鋳造機を用いたチタンの鋳造性は加圧吸引式の鋳造機の場合よりも良好であり、従来の鋳造
方法による金合金の鋳造性に匹敵すると報告されている(J Mater Sci Mater Med. 2000 Sep;11(9):547-
53.)。
④　適合精度について
チタン鋳造体の適合精度については、チタン用に開発されたマグネシア系鋳型材の焼成条件と熱膨張量、

682,671

⑨倫理性・社会的妥当性
（問題点があれば必ず記載）

・施設基準
（技術の専門性等
を踏まえ、必要と
考えられる要件
を、項目毎に記載
すること）

⑥普及性

⑤　④の根拠となる研究結果

※患者数及び実施回数の推定根拠等

⑦技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度（専門性等）

⑧安全性
　・副作用等のリスクの内容と頻度



妥当と思われる診療報酬の区分 　Ｍ

点数（１点10円）

区分 　Ｍ

番号
技術名

具体的な内容

プラスマイナス
予想影響額（円）

その根拠

　２）調べたが収載を確認できない 　１）を選択した場合は、下の欄に詳細を記載。

　b. 届出されたが承認されなかった

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについても
記載）

１）名称
２）著者

３）概要（該当ページについても
記載）

Bergman B, Bessing C, Ericson G, Lundquist P, Nilson H, Andersson M.

167個のチタンクラウンを2年間の追跡調査(CDA評価を用いて)の結果は、全てのクラウンに脱離することな
くマージン部の適合状態も経過良好であり、大部分の評価が優良であった(Acta Odontol Scand 
1990;48:113-7)。

公益社団法人日本補綴歯科学会

Titanium: a review on exposure,release, penetration, allergy, epidemiology, and clinical 
reactivity.

Fage SW, Muris J, Jakobsen SS, Thyssen JP.

チタンに対するアレルギーについては、適切な検知法は確立されていないものの臨床報告がほとんど認め
られておらず、金属アレルギー患者の治療 に有用な金属材料であると考えられている(Contact 
Dermatitis 2016;74:323-45.)。

A 2-year follow-up study of titanium crowns.

あり（別紙に記載）

　特になし

平成23年（2011）2月4日，鶴見大学歯学部附属病院から関東信越厚生局に対し「チタン床義歯を用いた欠
損補綴治療」が先進医療（新規技術）として届け出られたが、先進医療として承認されていない模様であ
る。また、材料における歯科用鋳造用ニッケルクロム合金が歯科用鋳造用金銀パラジウム合金に移行した
場合とチタンに移行した場合の経済的な影響は、最も多く使用されている金銀パラジウム合金は年々価格
が高騰しており、それに伴う半年に1度の検討における使用金属材料費が増加となる。そのため、相場が安
定している金属として今回提案しているチタンが今後の現在使用されている金属の代替となることが予測
される。そして、材料費における診療報酬点数への影響からも金銀パラジウム合金と比較して安価なチタ
ンの方が医療経済上の有用性については明らかといえる。

金属歯冠修復

鋳造用ニッケルクロム合金は歯科用金属の中でもアレルギー発生頻度が高く、海外では使用を停止してい
る国もある。

-
9,509,607,030

CAD/CAM冠との差を算出すると、形成：-490点、装着：-45点、歯冠修復物： (654+70)点-(1200＋382)点＝
-858点を合算すると-1393点(13,930円)となる。
そのため、CAD/CAM冠からチタンおよびチタン合金に変更した場合の影響額は、682,671件(国内年間実施回
数)×-13,930円=-9,509,607,030円となる。

10

大臼歯の単冠を作成するために必要な費用
①　チタンおよびチタン合金
ワックス：1g、埋没材：200g、チタン：14g
鋳造機：シンビオンキャスト(ニッシン)：3,350,000円
全部金属冠(大臼歯)の技術料については、製作するために必要な費用は以下の計算となる。
1g×26円(ワックス費用)＋200g×59円(埋没材費用)＝1,206円。
チタン鋳造機として、シンビオンキャスト（ニッシン製）3,350,000円を使用するとして、設備償却費用が償却期
間を5年と設定し、年間使用回数240回（想定回数：20回/月）、および残存価格を335,000（購入価格の1割）とす
ると医療機器使用量は（3,350,000円―335,000円）/（5年×240回）＝2,512円。
チタン鋳造に要する費用として、物性劣化を抑えるため不活性ガス（Ar）を用いている。アルゴンガスボンベ500L
が32,600円とした場合、65円／Lであり、1回の鋳造で10L使用するので差額は650円。
研磨に要する費用として、チタン研磨に用い化学研磨の研磨材としてケミポリッシュ（松風製）3,500円／500gを1
回に50g使用したと想定すると差額は350円。
研磨に要する人件費として、平成29年賃金構造基本統計調査で企業規模10人以上の歯科技工士の決まって支給する
現金給与額が約29万円であった。労働時間197時間なので分給としては24円／分である。賞与、社会保険等の企業
負担を考慮して人件費は上記分給の2倍の48円／分とした。チタン歯冠修復物の研磨時間は15分(金銀パラジウム合
金を5分として約3倍)とする。よって研磨に要する人件費の差額は48円／分×15分＝720円。
また、歯科医院での装着においてもチタン歯冠修復物は金銀パラジウム合金の歯冠修復物よりも調整に時間を要す
る。平成29年賃金構造基本統計調査で歯科医師の決まって支給する現金給与額が約60万円であった。労働時間164
時間なので分給としては61円／分である。賞与、社会保険等の企業負担を考慮して人件費は上記分給の2倍の122円
／分とした。チタン歯冠修復物の調整時間は9分(金銀パラジウム合金を3分として約3倍)とする。よって研磨に要
する人件費の差額は122円／分×9分＝1,098円。
以上の点数を合算して、全部金属冠(大臼歯)の技術料：1,206＋2,512＋650＋350＋720＋1,098=6,536円 (654点)
なお、単冠を製作するのに必要なチタンの材料費が14g×50円=700円であるため、材料点数は70点となる。

654

⑪当該技術において使用される医薬品、医療機器又
は体外診断薬　(主なものを記載）

⑫当該技術の海外における公的医療保険（医療保
障）への収載状況

その根拠

⑩希望する診療報
酬上の取扱

　予想影響額

　関連して減点や
削除が可能と考え
られる医療技術

⑯参考文献１

⑯参考文献２

※　該当する場合、国名、制度名、保険適用上の特
徴（例：年齢制限）等

⑭その他

⑮当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

⑬当該技術の先進医療としての取扱



１）名称
２）著者

３）概要（該当ページについても
記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについても
記載）

１）名称

２）著者
３）概要（該当ページについても
記載）

チタン鋳造精度については、マグネシア系埋没材のほうがリン酸塩系埋没材より良好であることが報告さ
れている(Braz Dent J 2013;24:40-6.)。

Clinical application of pure titanium crowns.

Ida K, Tani Y, Tsutsumi S, Togaya T, Nambu T, Suese K, Kawazoe T, Nakamura M, Wada H.

チタンの鋳造によって製作された歯冠修復物について、1982年から2年間の臨床成績が報告されている。2 
室の加圧吸引式鋳造機とマグネシア系鋳型材を使用してチタンを鋳造しているが、当時は鋳型材の膨張が
十分でなかったため、石膏模型上にスペーサーを使用する方法が用いられている。111個のクラウンについ
て装着時の適合性を評価した結果、金銀パラジウム合金との比較では、優れている19%、同等43%、劣って
いる38%であり、ニッケルクロム合金との比較では、優れている56%、同等33%、劣っている7%であった。装
着時の咬合調整に問題があったものは12%で他の合金の場合と差がなかった。また、2年後のリコールでは
62 個のクラウンが調査され、変色と咬耗がそれぞれ1症例（2%）で認められ、プラークの付着程度は、金
銀パラジウム合金やニッケルクロム合金と差が無かったと報告されている(Dent Mater J 1985;4:191-
5.)。

Effect of investment type and mold temperature on casting accuracy and titanium-ceramic bond.

Leal MB, Pagnano VO, Bezzon OL.

Application of titanium and titanium alloys to fixed dental prostheses
Koizumi H, Takeuchi Y, Imai H, Kawai T, Yoneyama T

チタンおよびTi-6Al-7Nb合金は生体安全性が高く、機械的性質も良好であることから、鋳造用金銀パラジ
ウム合金の代替材料として優れた性質を有しており、特に間接修復用コンポジットレジンのCAD/CAM冠が適
応でない大臼歯部や臼歯部ブリッジにおける有用性が高いと評価される。鋳造技術に関しては、適切な鋳
造機と鋳型材を使用することにより、現在の金銀パラジウム合金と同等の適合精度を確保するとともに、
確実な装着材料も市販されていることから、大臼歯部の鋳造金属冠を適応とする保険導入は十分考慮に値
すると考えられる。チタンおよびチタン合金自体の価格は金銀パラジウム合金より安価であるが、鋳造シ
ステムは比較的高価であり、より高度な技術が必要とされるため、その経済性については詳細な検討が必
要である。(J Prosthodont Res 2019; https://doi.org/10.1016/j.jpor.2019.04.011)。

⑯参考文献５

⑯参考文献３

⑯参考文献４



整理番号 429101

申請技術名

申請団体名

【医薬品について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日
薬事承認上の

「効能又は効果」
薬価
（円）

備考
※薬事申請及び公知申請の状況等
（薬事承認見込みの場合等はその旨
を記載）

特になし

【医療機器について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日
薬事承認上の

「使用目的、効能又は効
果」

特定保険
医療材料

特定保険医療材料に該当する場合
は、番号、名称、価格を記載
(※薬事申請及び公知申請の状況等
（薬事承認見込みの場合等はその旨
を記載）

セレキャストスーパーR、歯科技工用アー
ク鋳造器、株式会社ウェイナ総合研究所

27B3X0016300010 2008年12月
歯科技工用アーク鋳造器で純
チタン・チタン合金の補綴物
の鋳造に用いる。

該当無し

シンビオンキャスト、歯科技工用アーク
鋳造器、株式会社ニッシン

26B2X0001200002
7

2010年7月
アーク放電により歯科用合金
を溶解・鋳造する装置であ
る。

該当無し

シンビオン-TD、歯科高温鋳造用埋没材、
株式会社ニッシン

26B1X1000800001
7

2012年7月

無水けい酸、アルミナ、リン
酸塩、コロイダルシリカ、エ
チルシリケート、石こう等を
主成分とする鋳造用埋没材で
ある。

該当無し

【体外診断用医薬品（検査用試薬）について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日
薬事承認上の「使用目

的」

特になし

【その他記載欄（上記の欄に記載しきれない内容がある場合又は再生医療等製品を使用する場合には以下を記入すること）】

セレキャストスーパーRの販売元はセレック株式会社である。株式会社ニッシンから届出されている歯科高温鋳造用埋没材は「シンビオン
TC：届出番号26B1X10008000016」と「シンビオン-TM：届出番号26B1X10008000018」がある。また、歯科鋳造用チタン合金として「純チタ
ン2種：承認番号21500BZZ00155000」と「純チタン3種：承認番号21400BZZ00529000]および「６７チタン：承認番号21500BZZ00117000」が
ある。　
株式会社松風から届出されている歯科高温鋳造埋没材は「松風スピードチタンインベストメント：届出番号26B1X00004000157」がある。ま
た、歯科鋳造用チタン合金として「チタン100：承認番号20600BZZ00148000」がある。
株式会社ジーシーから管理医療機器として認証されている歯科鋳造用チタン合金は「T-アロイM：認証番号2100BZZ00566000」と「T-アロイ　
タフ：認証番号20900BZZ00109000」、一般医療機器として届出されている歯科高温鋳造用埋没材「T-インベスト：届出番号：
27B3X00143000005」がある。チタン鋳造機には、「チタンハイキャスター、歯科技工用アーク鋳造器、株式会社ウェイナ総合研究所、薬事
承認なし、届出番号：27B3X0016300011、使用目的：歯科技工用アーク鋳造器で高融点のコバルトクロム合金・純チタン・チタン合金の補
綴物の鋳造を行う、特定保険医療材料：該当無し」がある。
また、参考に、チタンおよびチタン合金による歯冠修復物の咬合調整等に使用する医療機器の値段を参考に示す。硬質合金荒仕上げ用：医
療機器届出番号26B1X00004000022松風ブラウンポイント15,00円(12本)、硬質合金研磨仕上げ用：医療機器届出番号26B3X00014000005松風
シリコンポイントハード1,750円(12本)、金属研削用：医療機器届出番号26B1X00004000026松風ヒートレスホイール1,400円(12枚)松風マン
ドレルHP2,600円(12本)、医療機器届出番号26B1X00004000039松風カッティングホイール5,200円(100枚)松風マンドレルHP2,600(12本)

※　薬事承認されていない医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品を使用した技術は、原則として医療技術評価分科会での評価の対象外
である。承認見込みの場合、2019年８月末日迄に承認取得が可能な場合のみ、評価の対象となることに留意すること。

※　医薬品、医療機器又は体外診断薬については、当該技術の核となるものについて必ず具体的な薬品名、製品名を記載すること。

当該技術に使用する医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品について

※　該当する製品の添付文書を添付すること。
※　薬事承認上の内容等が不明な場合は、添付文書を確認するか、製造販売会社等に問い合わせること。
※　記載が不十分であると判断した場合は評価の対象外となるため、必要事項をもれなく記載すること。

チタンおよびチタン合金による大臼歯歯冠修復物

一般社団法人日本歯科理工学会

備考
※薬事申請及び公知申請の状況等（薬事承認
見込みの場合等はその旨を記載）



≪大臼歯部チタンおよびチタン合金による歯冠修復物≫ 

支台歯に保持孔を付与した例 

チタン専用埋没材 チタン鋳造器 

チタン合金による歯冠修復物例 

＊シンビオンキャスト 
  (株式会社アイキャスト) 

鋳造方式：アルゴンガスによる一室加圧鋳造方式 

溶解方式：減圧アルゴン雰囲気中における直流アーク溶解方式 

技術の概要 

対象疾患名 

現在当該疾患に対して行われている治療(コンポジットレジンによるCAD/CAM冠)との比較と有効性 

金属アレルギーを有する患者への大臼歯歯冠修復物に、高い機械的性質と耐食性を特徴とし組織親和性、生体安全性を有するチタンおよびチタン合金を
用いて、鋳造法にて製作する。 

C、Pul、Per、破損（破折）、脱離、不適合→冠破損（破折）、冠脱離、冠不適合 

→過度な咬合圧が加わる場合にも適用できる。そのため、上下顎の空隙の確保等のための対合歯の削合や脱 
    離等による再製作および再装着の頻度が減少することにより患者の負担軽減につながる。 

① 製作方法が鋳造法である。 

→支台歯の形態への自由度が高くなり、十分な歯冠高径を得ることが出来ない場合等は咬合面の形態を逆屋 
   根型や保持孔および保持溝の付与を行い歯冠修復物の維持力の向上を図ることができる。このような複雑な 
   形態はCAD/CAMシステムでは製作が困難である。 

② 機械的性質が優れている。 

鋳造システム 

＊複雑な形態であるため、ワックスアップして 
  鋳造する方法のみ製作可能である。 

診療報酬上の取扱い 

全部金属冠(大臼歯)の技術料については、 1,206(ワックスと埋没材費用)＋2,512(鋳造機費用)＋650(不活性ガス費用)＋350(研磨費用)＋720(研磨人件費)＋
1,098(装着時の調整人件費)=6,536円 (654点) 。なお、単冠を製作するのに必要なチタンの材料費が14g×50円=700円であるため、材料点数は70点となる。 



　無

過去に提案した年度及び技術名
（新しい順に「、」で区切って記
載）

追加のエビデンスの有無 　有無をリストから選択

【評価項目】

区分 　Ｂ 医学管理等

番号

技術名

既存の治療法・検査法等の内容

患者から採取した唾液を使用して、唾液中コチニン濃度をNicAlertTM Saliva Test（ニコアラート）キッ
トを用いて可視化、半定量化する。その喫煙状況の客観的評価と、喫煙者特有の線維性歯肉、色素沈着と
いった口腔内所見を患者本人に認識してもらうとともに、歯周病検査結果との関連を説明しながら禁煙指
導を行う。

歯科診療における禁煙指導は、喫煙が慢性歯周炎の最大の環境因子であることを患者に説明すると共に、
ニコチン依存度テスト、パックイヤーおよびブリンクマン指数の算出など患者への聞き取り調査から得ら
れる情報をベースとしている。しかし、喫煙状況の客観的評価は不十分である。
また、喫煙により影響を受ける医科領域の疾患においては、病態そのものを患者本人に見せることが困難
であり、禁煙率向上の妨げの一因となっている。高い感度で喫煙状況を反映し、侵襲性が低い本検査を使
用したこの禁煙指導方法は、喫煙状態、喫煙者特有の口腔内所見および歯周病の状態を同時に説明でき
る、歯科特有の方法であることから保険収載の必要がある。

「実績あり」の場
合

③対象疾患に対し
て現在行われてい
る技術（当該技術
が検査等であっ
て、複数ある場合
は全て列挙するこ
と）

対象疾患名

保険収載が必要な理由
（300字以内）

①申請技術の対象
・疾患、病態、症状、年齢等

②申請技術の内容
・方法、実施頻度、期間等
　（具体的に）

⑤　④の根拠となる研究結果

④有効性・効率性
・新規性、効果等について③との比較

整理番号

申請技術名

申請団体名

本技術または本技術に類似した技術の
提案実績の有無

技術の概要
（200字以内）

以下の要件を満たす慢性歯周炎患者
●成人の喫煙者●習慣性喫煙をやめる意思のある者●本人よりインフォームドコンセントが得られる者

●方法：ニコアラートキットの唾液採取管を使用して唾液を2ml程度採取する。ふた付専用フィルターを唾
液採取管へ取り付け、唾液検体を試験紙末端に8滴ほど滴下する。15～30分ほど室温で放置し、オレンジ線
の移動位置を専用測定チャートと比較して検査結果とする。
●開始時期：歯周病検査により慢性歯周炎の診断がされたのちに行う。
●実地頻度：3月に1回とし、期間は歯周病治療期間中（SPT期間中も含む）とする。

000-4

歯科疾患管理料

医療技術評価提案書（保険未収載技術）

431101

ニコチン代謝産物測定による慢性歯周炎患者の禁煙指導

特定非営利活動法人日本歯周病学会

　提案年度（西暦）：
　提案当時の技術名：

慢性歯周炎

慢性歯周炎を含む継続的管理が必要な歯科疾患を有する患者を対象とする管理計画がある。患者との協働
により行う口腔管理に加えて、病状改善した歯科疾患の再発防止及び重症化予防を評価したものであり、
患者等の同意を得たうえで計画書を作成して患者に説明する。
この管理計画には、慢性歯周炎のリスクファクターである喫煙を含む、生活習慣の状況の記載と、禁煙指
導内容が含まれている。しかし、喫煙状況の問診においては、患者等の自己申告であることや、喫煙によ
る慢性歯周炎の病態への影響を客観的に評価する検査方法は含まれていない。

この指導方法は、二コアラートにより唾液中コチニン濃度を測定し、喫煙による慢性歯周炎の影響を評価
した上で行う。医科の禁煙指導で行うCOモニター測定による喫煙状況の評価方法は、COを発生しない加熱
式タバコおよび電子タバコの使用者の喫煙状況を評価するのが困難であるが、この検査方法は、半減期の
比較的長いコチニンを指標としており、受動喫煙者の唾液中コチニンまで検出することが可能であり、喫
煙状況の評価に優れている。測定に必要な唾液採取量は少量であり、歯科診療のチェアサイドで治療前に
簡便に行うことができる。
タバコ煙が最初に通過する口腔は、喫煙の悪影響が最初に貯留する器官であり、直接的影響と血液を介し
た間接的影響の双方が関与するのが特徴である。歯周病検査の結果に加えて、喫煙状況と喫煙による慢性
歯周炎への客観的評価を補助的に行い、患者自身に本人の口腔内の状態をより認識させることで、禁煙指
導を充実させ、慢性歯周炎の重症化の予防、慢性歯周炎の治療期間の短縮および患者の禁煙率の向上が期
待できる。
近年、歯周病と全身疾患の関連が注目されており、多くの国民が歯周病が生活習慣病として認識し始めて
いるが、歯科医療の中で、患者本人が毎日視認できる口腔内状態と喫煙の関連付けは不充分である。
また、通院頻度の高い、歯科診療の場で短時間で禁煙率を上昇させることが出来れば、慢性歯周炎をリス
クファクターとする全身疾患(糖尿病、虚血性心疾患など)のリスクファクターの重症度を軽減させ、その
疾患の治療効果の向上と医療費の削減が期待でき、より密接な医科歯科の連携が構築できると考えられ
る。

唾液中コチニン濃度の増加と臨床的アタッチメントレベル3.5mm以上の歯数に正の相関関係を認めた(J 
Clin Peridontol.2005;32:1041-1046.)。また，二コアラートによる唾液コチニン濃度の測定結果と、歯肉
炎指数、歯周疾患指数、歯肉出血指数、プロービングポケット深さ、臨床的アタッチメントレベルおよび
歯肉退縮量との間で、正の相関関係を示した(J Indian Soc Periodontol.2012;16:508–512.)。



エビデンスレベル 4 観察研究

年間対象患者数(人）

国内年間実施回数（回）

施設の要件
（標榜科、手術件数、検査や手術
の体制等）

人的配置の要件
（医師、看護師等の職種や人数、
専門性や経験年数等）

その他
（遵守すべきガイドライン等その
他の要件）

妥当と思われる診療報酬の区分 　Ｂ 医学管理等

点数（１点10円）

その根拠

区分 　区分をリストから選択 特になし

番号
技術名

具体的な内容

プラスマイナス
予想影響額（円）

⑧安全性
　・副作用等のリスクの内容と頻度

・施設基準
（技術の専門性等
を踏まえ、必要と
考えられる要件
を、項目毎に記載
すること）

⑩希望する診療報
酬上の取扱

　関連して減点や
削除が可能と考え
られる医療技術

⑥普及性

※患者数及び実施回数の推定根拠等

⑦技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度（専門性等）

⑨倫理性・社会的妥当性
（問題点があれば必ず記載）

その根拠
　予想影響額

1,400,000回

2018年国民健康・栄養調査(添付資料1/3)によると、成人喫煙率は17.7％であり、そのうち習慣的喫煙をや
めたいと思うものは28.9％である。平成29年社会医療診療行為別統計調査によると、歯科疾患管理料の実
施件数は１月13,985,727件である。また、歯周炎等の総数は1月12,078,874件、20歳以上の歯周炎等の件数
は11,964,411件であるので、1月の20歳以上の歯周炎等の割合は、11,964,411÷12,078,874 = 99.1%であ
る。したがって、1月の20歳以上の歯周炎等の歯科疾患管理料実地件数は、13,985,727×99.1% = 
13,853,194件である。
成人喫煙率と習慣的喫煙をやめたいものの割合から、1月あたりの禁煙指導対象となる歯科疾患管理料の件
数は、13,853,194×17.7%×28.9%=708,632件である。3月1回の禁煙指導を実施すると1年間で、708,632件
×4回＝2,834,528件、約2,800,000件である。その半数の指導を行うと仮定すると、患者1人が年1、2回の
指導を受けることとなり年間約1,400,000件である。年間対象患者数は708,632÷2＝354,316人で、約
350,000人である。

技術の専門性は問わず、簡便に使用でき、客観性のある喫煙状態の評価を伴った禁煙指導が可能である。

250点

350,000人

二コアラートキットは1回使用で約1,500円の費用がかかり、禁煙指導料を別途に含めるため。

●施設内禁煙
●標榜科は問わない
●検査するもの1名（歯周病治療を行う術者でも可能）

●歯科医師および歯科衛生士で専門性、臨床経験年数は問わない
●スタッフ全員の非喫煙(ニコアラート陰性）
●J-STOP受講の修了

当該技術を用いた慢性歯周炎患者の禁煙指導の適応の判断及び実施に当たっては、「歯周治療における禁煙支
援の手順書(日本歯周病学会誌 60巻4号:201-219,2018年)」(添付資料2/3)を参考にすること。

問題なし

問題なし

＋
170,000,000円

●現在かかっている医療費：0円／年
　禁煙指導を実施している患者にかかる医療費はない（歯科疾患管理料算定時における口腔管理を行う上で必
要な基本状況の問診として、喫煙に関連した問診および指導費用は包括されてる）
●禁煙率の向上に伴い医療費削減が期待できるもの(以下の算出方法の詳細については添付資料3/3)
　①歯周病治療において禁煙指導を行うことで、喫煙による慢性歯周炎の重症化を軽減できる。それに伴い、
歯周精密検査の必要性が減少し、歯周基本検査で病態を把握することが可能となる。喫煙者の歯周精密検査件
数の3割が歯周基本検査へ移行すると仮定すると、約3.3億円の削減が予想される。
　②慢性歯周炎の重症化の軽減により、歯周外科治療の件数が削減できる。約5割の喫煙者の歯周外科治療(歯
周ポケットを減少させる治療法のみ)を削減できた場合、約1.9億円の削減が期待できる。
●歯周病によって悪化する全身疾患の医療費が削減できると考えられる。その主な疾患には、糖尿病、虚血性
心疾患(動脈硬化症を含む)、誤嚥性肺炎、アルツハイマー病などがある(2016年、歯周病と全身の健康：日本歯
周病学会編、2014年、糖尿病患者に対する歯周治療ガイドライン)。
　糖尿病患者の歯周病治療を行った結果、治療3～4か月後にHbA1cが0.4％減少したという報告がある(Simpson 
et al.2010.Cochrane Database of Systematic Review 2010)。虚血性心疾患と動脈硬化症患者における歯周病
治療においては、治療6か月後に血管内皮細胞の機能の改善を認めたとする、ランダム化比較試験の報告がある
(Tonetti et al.2007. Engl J Med.)。また、高齢者の口腔ケアを2年間行ったランダム化介入研究において
は、介入群で肺炎発症、発熱日数、および肺炎死が有意に低下した結果を示している(Yoneyama et al.2002. J 
Am Geriatr Soc.)。以上より、歯周病治療によって改善が期待できる疾患の医療費に関して、H29年6月診療分
の社会医療診療行為別統計と国民健康栄養調査から算出した喫煙率および禁煙をしたいと思っているものの割
合を加味し、医療費の削減額を算出した。歯科診療の場における禁煙指導により、該当全身疾患の3％前後の医
療費の削減を予想して算出した結果、糖尿病、虚血性心疾患、動脈硬化症、肺炎の1年間の医療費削減額は、合
計で約28.1億円であった。
○当該技術導入後の医療費：
●1,400,000回／年(上記「⑥普及性」に詳細記載)×2500円＝3,500,000,000円
影響額　35億円－3.3億円－1.9億円－28.1億円＝170,000,000円



　２）調べたが収載を確認できない 　１）を選択した場合は、下の欄に詳細を記載。

　d. 届出はしていない

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについても
記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについても
記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについても
記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについても
記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについても
記載）

⑯参考文献２

⑯参考文献３

⑯参考文献４

※　該当する場合、国名、制度名、保険適用上の特
徴（例：年齢制限）等

⑭その他

⑮当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

⑬当該技術の先進医療としての取扱

⑯参考文献５

⑯参考文献１

⑪当該技術において使用される医薬品、医療機器又
は体外診断薬　(主なものを記載）

⑫当該技術の海外における公的医療保険（医療保
障）への収載状況

Nic Alert TM Saliva Test（ニコアラート）

　

特になし

日本口腔インプラント学会、日本口腔衛生学会、日本口腔外科学会、日本口腔腫瘍学会、
日本有病者歯科医療学会、日本臨床歯周病学会、日本顎顔面インプラント学会

Influence of smoking on marginal bone loss and tooth loss–a prospective study over 20years.

Jansson L and Lavstedt S.

J Clin Periodontol. 2002;29:750–756.
概要：507名の患者を対象とした前向き研究(20年)で、禁煙に成功した患者の骨吸収量は、喫煙を継続した
患者の骨吸収量に比較して有意に軽度であった。(page 753)

Impact of smoking on the clinical,microbiological and immunological parameters of adult 
patients with periodontitis.

Apatzidou DA, Riggio MP and Kinane DF.

J Clin Periodontol.2005;32:973–983.
概要：25名の喫煙者と15名の非喫煙者の歯周病治療の効果を比較したところ、喫煙者のプロービング歯周
ポケット深さ、臨床的アタッチメントレベル、プロービング時の出血の改善度は有意に悪かった。(page 
976)

Association between passive and active smoking evaluated by salivary cotinine and 
periodontitis.

Yamamoto Y, Nishida N, Tanaka M, Hayashi N, Matsuse R, Nakayama K, Morimoto K et al.

J Clin Peridontol.2005;32:1041–1046.
概要：273名の日本人患者を非喫煙者、受動喫煙および喫煙者にグループ化し、それぞれの唾液中コチニン
濃度、3.5㎜以上のプロービングポケット深さ(PPD)部位および3.5㎜以上の臨床的アタッチメントレベル
(CAL)部位を調べた。コチニン濃度と3.5㎜以上のPPDおよびCAL部位数に正の相関を認めた。(page 1044)

Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2002;11,1123–1125.
概要：76名の患者の尿サンプル中のコチニンを、Nicoメーターとガスクロマトグラフィーで検出し、それ
らの精度を調べた。２つの方法は、90.5％の感度および90.6％の特異度を示した。(page 1124)

A national opinion study supports tobacco cessation by oral health professionals in Japan.

Nagao T, Fukuta J, Seto K, Saigo K, Hanioka T, Kurita K et al.

Translational Research in Oral Oncology.2017;2:1–8. 
概要：歯科受診患者のアンケート調査で、歯科保険診療による禁煙支援・治療の導入に多くが賛同(男性
75％、女性80％)し、特に1か月以内に禁煙したいと考えている現在喫煙者では高い賛同率(89％)であった
(page 4)

Validating a Dipstick Method for Detecting Recent Smoking.

Gariti P,RosenthalDI,Lindell K,Flaschen JH,Shrager J, Lipkin C,Alterman AI and Kaiser LR.



整理番号 431101

申請技術名

申請団体名

【医薬品について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日
薬事承認上の

「効能又は効果」
薬価

（円）

備考
※薬事申請及び公知申請の状況等
（薬事承認見込みの場合等はその旨
を記載）

【医療機器について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日
薬事承認上の

「使用目的、効能又は効
果」

特定保険
医療材料

特定保険医療材料に該当する場合
は、番号、名称、価格を記載
(※薬事申請及び公知申請の状況等
（薬事承認見込みの場合等はその旨
を記載）

【体外診断用医薬品（検査用試薬）について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日
薬事承認上の「使用目

的」

【その他記載欄（上記の欄に記載しきれない内容がある場合又は再生医療等製品を使用する場合には以下を記入すること）】

研究用試薬：Nic Alert TM Saliva Test (ニコアラート，Nymox）
CE reference number：836070003388
FDA clearance number：K021688

※　薬事承認されていない医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品を使用した技術は、原則として医療技術評価分科会での評価の対象外
である。承認見込みの場合、2019年８月末日迄に承認取得が可能な場合のみ、評価の対象となることに留意すること。

※　医薬品、医療機器又は体外診断薬については、当該技術の核となるものについて必ず具体的な薬品名、製品名を記載すること。

当該技術に使用する医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品について

※　該当する製品の添付文書を添付すること。
※　薬事承認上の内容等が不明な場合は、添付文書を確認するか、製造販売会社等に問い合わせること。
※　記載が不十分であると判断した場合は評価の対象外となるため、必要事項をもれなく記載すること。

ニコチン代謝産物測定による慢性歯周炎患者の禁煙指導

特定非営利活動法人日本歯周病学会

備考
※薬事申請及び公知申請の状況等（薬事承認
見込みの場合等はその旨を記載）



「未／４３１１０１／日本歯周病学会／

ニコチン代謝産物測定による慢性歯周炎患者の禁煙指導」
概要図

【技術の概要】

【対象疾患】

【既存の治療方法との比較】

【診療報酬上の取扱】

 採取した唾液を用い
て，ニコチン代謝産
物であるコチニンを
色調で半定量化し，
チェアサイドで短時
間で得られる，可視
化されたデータを禁
煙指導に使用する。

 慢性歯周炎（喫煙者）
平成29年社会医療診療行為別調査と喫煙率に
よると，年間対象患者は350,000名と考えられる。

 歯周病検査により，４㎜以上の歯周ポケット深さ，
エックス線写真より，歯槽骨の吸収を認める。

 歯科診療で唾液サンプル
採取が可能である。

 喫煙者特有の口腔内所
見を視認しながら行う、歯
科に特有な禁煙指導の
補助的検査方法である。

 歯周病治療へのアドヒア
ランスが向上し，歯周病
の重症度の軽減と治療効
果の増大が期待できる。

 禁煙指導加算
（歯科疾患管理料の加算）

 250点

（指導時間と，ニコアラート費用を考
慮したため。）



　有無をリストから選択 有

過去に提案した年度及び技術名
（新しい順に「、」で区切って記
載）

追加のエビデンスの有無 　無

【評価項目】

区分 　区分をリストから選択

番号
技術名

既存の治療法・検査法等の内容

エビデンスレベル 6

年間対象患者数(人）
国内年間実施回数（回）

施設の要件
（標榜科、手術件数、検査や手術
の体制等）

人的配置の要件
（医師、看護師等の職種や人数、
専門性や経験年数等）

その他
（遵守すべきガイドライン等その
他の要件）

歯周組織再生療法の効果を評価する方法として、エックス線写真撮影、臨床的アタッチメントレベル
（CAL:clinical attachment level)及びプロービングポケットデプス(PPD)の測定が有効である。エックス
線写真撮影、CAL及びPPDをインジケーターを用いて測定することによって、歯周組織の正確な再生を規格
化された検査により評価することを可能にする。

これまで処置、手術の手技に対する評価は行われているが、それにより得られた結果についての評価は行
われていない。歯周組織再生療法の成果を正確に判定し、手術実施歯の予後を正確に判断することは歯周
炎の再発リスクを低減することにつながる。また、術後の状態を評価することで歯周組織再生療法の精度
を高めることが可能であり、結果として良好な口腔環境を構築につながり国民の健康増進に寄与すること
ができることから保険収載が必要であると考えられる。

「実績あり」の
場合

・施設基準
（技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と）

③対象疾患に対
して現在行われ
ている技術（当
該技術が検査等
であって、複数
ある場合は全て
列挙すること）

⑥普及性

対象疾患名

保険収載が必要な理由
（300字以内）

①申請技術の対象
・疾患、病態、症状、年齢等

②申請技術の内容
・方法、実施頻度、期間等
　（具体的に）

⑤　④の根拠となる研究結果

④有効性・効率性
・新規性、効果等について③との比較

※患者数及び実施回数の推定根拠等

⑦技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度（専門性等）

整理番号

申請技術名

申請団体名

本技術または本技術に類似した技術の
提案実績の有無

技術の概要
（200字以内）

歯周組織再生療法の適応となる患者（２壁性、３壁性骨欠損を有する歯周炎患者）

被検者のスタディキャストから規格エックス線写真用のバイトブロック、インジケーターを作製し規格
エックス線写真撮影を行う。臨床パラメーターとしてCALおよびPPDの測定はスタディキャスト上で作製し
たステントにグルーブをつけ、測定位置を規定することで標準化する。歯周組織再生療法対象者の術前、
術後、３か月、６か月および１２か月後に各測定を行う。

なし
なし

医療技術評価提案書（保険未収載技術）

431102

歯周組織再生療法における臨床的組織再生度の規格化検査

特定非営利活動法人日本歯周病学会

　提案年度（西暦）：2017
　提案当時の技術名：歯周組織再生誘導手術における組織再生度の規格化検査

慢性歯周炎、侵襲性歯周炎

2640

H29年社会医療診療行為別調査6月分、歯周組織再生手術を参照。歯周組織再生誘導手術 220件、人/月より
算出

技術はすでに確立，報告されており，また歯周組織再生療法の評価法として広く使われている。歯周病学
会が編集した歯周病患者における再生治療のガイドラインにおいて，推奨されている技術である（参考文
献①）。

なし

歯周組織再生療法の術前，術後評価を行うことで、手術自体の精度を高めより良質な医療の担保ができ
る。また市販のエックス線写真撮影用のバイトブロック、インジケーター等を用いるため効率的である。

日本歯周病学会が編集した「歯周病患者における再生治療のガイドライン 2012」では，歯周組織再生療法
の評価基準として，規格化された歯科用エックス線写真の使用を推奨している(参考文献①）。これまでの
エムドゲインや歯周組織再生誘導手術（GTR法）において，歯周組織再生療法の評価の報告に規格化された
エックス線撮影が報告されている (参考文献②）。また，KCB-1D（FGF-2)を用いた臨床治験の報告にも，
歯周組織の再生の評価項目としてエックス線の規格撮影，規格化された臨床的アッタチメントレベル及び
プロービングポケットデプス測定が含まれている。(参考文献③④⑤） 。これらの結果から，歯周組織再
生療法の評価における規格撮影は有効であると考えられる。

2640

歯科

特になし

特になし



妥当と思われる診療報酬の区分 　Ｄ

点数（１点10円）
その根拠

区分 　区分をリストから選択

番号
技術名

具体的な内容

プラスマイナス
予想影響額（円）

その根拠

　２）調べたが収載を確認できない 　１）を選択した場合は、下の欄に詳細を記載。

　d. 届出はしていない

１）名称
２）著者
３）概要（該当ページについても
記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについても
記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについても
記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについても
記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについても
記載）

⑯参考文献１

⑯参考文献２

⑯参考文献３

⑯参考文献４

※　該当する場合、国名、制度名、保険適用上の特
徴（例：年齢制限）等

⑭その他

⑮当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

⑬当該技術の先進医療としての取扱

⑯参考文献５

　予想影響額

⑩希望する診療
報酬上の取扱

　関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術

⑧安全性
　・副作用等のリスクの内容と頻度⑨倫理性・社会的妥当性
（問題点があれば必ず記載）

⑪当該技術において使用される医薬品、医療機器又
は体外診断薬　(主なものを記載）

⑫当該技術の海外における公的医療保険（医療保
障）への収載状況

初回　400点、2回目以降　150点
撮影用インジケーター1セット2000円（HANSHINの規格エックス線写真撮影装置）、光重合レジン レボテッ

なし。

新たに加わるリスクはない。
特に問題はない。

なし。

　

特になし。

なし。

なし。

+
5,544,000円

歯周組織再生誘導手術件数2640件の内、30％が初回算定すると4000円×792件=3,168,000円。
2回目以降の検査を2回行うとして、792人×1500円×2回=2,376,000円。合計で5,544,000円
30％が算定する根拠は、歯周精密検査の算定率が歯周基本検査の約15％であるが、再生療法まで行う歯科
医師の意識の高さを考えその倍の30％が規格写真撮影まで行うと仮定した。

特になし。

歯周病患者における再生治療のガイドライン 2012
特定非営利活動法人　日本歯周病学会　編

歯周組織再生療法の評価基準として，規格化された歯科用エックス線写真の使用を推奨している。(p11)

Comparison of clinical, radiographic, and histometric measurements following treatment with 
guided tissue regeneration or enamel matrix proteins in human periodontal defects.

Windisch P1, Sculean A, Klein F, Tóth V, Gera I, Reich E, Eickholz P.

これまでのエムドゲインや歯周組織再生誘導法（GTR法）において，歯周組織再生の評価の報告に規格化さ
れたエックス線撮影が報告されている。  (Journal of Periodontology. 2002 73 409-417. )

Randomized Placebo-Controlled and Controlled Non-Inferiority Phase III Trials Comparing 
Trafermin, a Recombinant Human Fibroblast Growth Factor 2, and Enamel Matrix Derivative in 
Periodontal Regeneration in Intrabony Defects.

Kitamura M, Akamatsu M, Kawanami M, Furuichi Y, Fujii T, Mori M, Kunimatsu K, Shimauchi H, 
Ogata Y, Yamamoto M, Nakagawa T, Sato S, Ito K, Ogasawara T, Izumi Y, Gomi K, Yamazaki K, 
Yoshie H, Fukuda M, Noguchi T, Takashiba S, Kurihara H, Nagata T, Hamachi T, Maeda K, Yokota M, 
Sakagami R, Hara Y, Noguchi K, Furuuchi T, Sasano T, Imai E, Ohmae M, Koizumi H, Watanuki M, 
Murakami S.

KCB-1D（FGF-2)を用いた臨床治験の報告にも，歯周組織の再生の評価項目としてエックス線の規格撮影，
規格化された臨床的アッタチメントレベル及びプロービングポケットデプス測定が含まれている。 
(Journal of Bone Mineral Research. 2016 Apr;31(4):806-14.)

KCB-1D（FGF-2)を用いた臨床治験の報告にも，歯周組織の再生の評価項目としてエックス線の規格撮影，
規格化された臨床的アッタチメントレベル及びプロービングポケットデプス測定が含まれている。 (PLoS 
One. 2008 Jul 2;3(7):e2611. )

FGF-2 stimulates periodontal regeneration: results of a multi-center randomized clinical trial.

Kitamura M, Akamatsu M, Machigashira M, Hara Y, Sakagami R, Hirofuji T, Hamachi T, Maeda K, 
Yokota M, Kido J, Nagata T, Kurihara H, Takashiba S, Sibutani T, Fukuda M, Noguchi T, Yamazaki 
K, Yoshie H, Ioroi K, Arai T, Nakagawa T, Ito K, Oda S, Izumi Y, Ogata Y, Yamada S, Shimauchi 
H, Kunimatsu K, Kawanami M, Fujii T, Furuichi Y, Furuuchi T, Sasano T, Imai E, Omae M, Yamada 
S, Watanuki M, Murakami S.

KCB-1D（FGF-2)を用いた臨床治験の報告にも，歯周組織の再生の評価項目としてエックス線の規格撮影，
規格化された臨床的アッタチメントレベル及びプロービングポケットデプス測定が含まれている。 
(Journal of Dental Research. 2011 Jan;90(1):35-40.,)

Periodontal tissue regeneration using fibroblast growth factor-2: randomized controlled phase 
II clinical trial.

Kitamura M, Nakashima K, Kowashi Y, Fujii T, Shimauchi H, Sasano T, Furuuchi T, Fukuda M, 
Noguchi T, Shibutani T, Iwayama Y, Takashiba S, Kurihara H, Ninomiya M, Kido J, Nagata T, 
Hamachi T, Maeda K, Hara Y, Izumi Y, Hirofuji T, Imai E, Omae M, Watanuki M, Murakami S.
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歯周組織再生療法における臨床的組織再生度の規格化検査

特定非営利活動法人日本歯周病学会

備考
※薬事申請及び公知申請の状況等（薬事承認
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歯周組織再生療法 

初診 

歯周基本治療 

歯周組織検査（診査・治療計画の立案） 

再評価 

再評価 

口腔機能回復治療 

メインテナンス 

スタディモデルを用いてインジケーターを作成し，エックス線
撮影を行う。 

サポーティブ  
ペリオドンタルセラピー 

再評価 
ステントにガイドグルーブを作
成し，同一の基準点からCAL，
PPDの測定を行う。 

・3か月後検査 
・6か月後検査 
・12か月後検査 

歯周組織再生療法の
被験歯を決定 

技術名： 歯周組織再生療法における臨床的組織再生度の規格化検査 

規格エックス線写真撮影装置 

測定用ステント 

エックス線撮影風景 撮影用インジケーター 
（株式会社阪神技術研究所） 

CAL, PPDの測定 

・術前検査 

[技術の概要] エックス線撮影，臨床的アッタチメントレベル（CAL）及びプ
ロービングポケットデプス（PPD）をインジケーターを用いて測定すること

によって，規格化された検査をし，正確な歯周組織の再生の評価を可能
にする。  
[対象疾患名] 慢性歯周炎，侵襲性歯周炎 

[既存の治療法との比較] 現在の規格装置を用いない検査は，術前術

後のわずかな角度の違いによって値が大きくずれるが，規格装置を用い
ることによって，再生部位に関して正確な評価が行える。 歯周組織再生療法

実施前 
歯周組織再生療法
実施６か月後 

[有効性] 歯周組織再生療法の術前、術後で評価を行うことで、手術自
体の精度を高めより良質な医療の担保ができる。  

[診療報酬上の取扱] 新規の検査 初回400点，2回目以降150点  

歯周治療の指針2015より改変 



　有

過去に提案した年度及び技術名
（新しい順に「、」で区切って
記載）

追加のエビデンスの有無 　有

　Ｄ

「６　その他」を
選んだ場合に記載

【評価項目】

　Ｄ

D011-2

前の症例数（人）

後の症例数（人）

前の回数（回）

後の回数（回）

診療報酬番号（再掲）

技術名

③再評価の根拠・有効性
　・治癒率、死亡率やQOLの改善等
　・学会のガイドライン上の位置づけ等

医療技術再評価提案書（保険既収載技術）

本技術または本技術に類似した技術の提案実績の
有無

技術の概要
（200字以内）

診療報酬番号

再評価区分（複数選択可）

431201

糖尿病を有する歯周病患者における咀嚼機能検査

特定非営利活動法人日本歯周病学会

　提案年度（西暦）：2017
　提案当時の技術名：糖尿病を有する歯周病患者における咀嚼機能検査

有床義歯咀嚼能力検査として実施されており、科学的根拠や有効性は実証済みであることから、咀嚼機能低下をきたす
歯周炎患者の治療効果判定に有用である。

現在、歯周炎患者を対象として本技術は適用されていない。

現在行われている歯周組織検査はプラークの付着状況、歯周ポケットの深さ・アタッチメントレベル、動揺度である
が、これらはいずれも原因や、病態を測るものであって、機能について検査するものではない。口腔の最も重要な機能
である咀嚼能率の測定は疾患による機能低下や治療による機能回復の客観的な測定を可能にする。

診療報酬区分（再掲）

グルコースを含むグミゼリーを咀嚼し、溶出されたグルコース量を測定することで、咀嚼能率を判定する。

糖尿病患者では食事療法が重要な役割を持つ。歯周病患者では動揺の増加、歯の喪失により咀嚼機能低下をきたしてい
る場合が多く、食事療法に悪影響を与えると考えられる。しかし、現在の歯周病検査において咀嚼機能測定は導入され
ていない。そこでグルコースを含むグミゼリーを咀嚼し、溶出されたグルコース量を測定することで、咀嚼能率を判定
する。これにより咀嚼可能な食材が判定でき、糖尿病患者の食事療法の立案に資する。また、歯周病の重症度、治療効
果も判定でき、結果として糖尿病を有する歯周病患者の効果的な歯周治療の実施に寄与する。

診療報酬区分

整理番号

申請技術名

申請団体名

年間対象者数の
変化

「実績あり」の
場合

年間実施回数の
変化等

再評価が必要な理由

①再評価すべき具体的な内容
（根拠や有効性等について記載）

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・技術内容
・点数や算定の留意事項

④普及性の変化
　※下記のように推定した根拠

2017年患者調査の概況（糖尿病患者約330万人。歯周炎（歯肉炎は除く）罹患率40％。受診率10％で計算）

有床義歯咀嚼能力検査

138600

415800

１－Ａ 算定要件の拡大（適応疾患等の拡大）

１－Ｂ 算定要件の拡大（施設基準）

１－Ｃ 算定要件の拡大（回数制限）

２－Ａ 点数の見直し（増点）

２－Ｂ 点数の見直し（減点）

３  項目設定の見直し

４ 保険収載の廃止

６ その他（１～５のいずれも該当しない）

５ 新規特定保険医療材料等に係る点数



施設の要件
（標榜科、手術件数、検査や手
術の体制等）

人的配置の要件
（医師、看護師等の職種や人
数、専門性や経験年数等）

その他
（遵守すべきガイドライン等そ
の他の要件）

見直し前
見直し後
その根拠

区分 　区分をリストから選択

番号
技術名
具体的な内容
プラスマイナス
予想影響額（円）
その根拠

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについて
も記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについて
も記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについて
も記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについて
も記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについて
も記載）

⑭参考文献１

⑭参考文献２

⑭参考文献３

⑭参考文献４

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

⑭参考文献５

⑩予想影響額

・施設基準
（技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と）

⑧点数等見直し
の場合

⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術

⑤技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度（専門性等）

⑥安全性
　・副作用等のリスクの内容と頻度

⑦倫理性・社会的妥当性
（問題点があれば必ず記載）

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用され
る医薬品、医療機器又は体外診断薬

⑫その他

技術は確立されており、容易に実施できる

歯科

特になし。

特になし。

なし。
なし。
なし。
プラス

新たに加わるリスクはない。

特に問題なし。

415800000
対象者138,600人×1回100点×3回

なし

なし

歯周病患者における機能指標としての咀嚼機能検査の有用性について．

宮沢　春菜，中島　貴子，松川　由実，清水　伸太郎，古市　保志，根本　英二， 高井　英樹，中山　洋平，小方　頼
昌，岩崎　拓也，石原　裕一，大井　麻子，齋藤　淳， 藤原　千春，村上　伸也，畑中　加珠，高柴　正悟，武田　克
浩，藤田　剛， 栗原　英見，山崎　和久．

咀嚼機能検査値は、歯周組織破壊や炎症の程度とは独立した項目として考慮する必要があり，歯周病罹患の影響を総合
的に評価するためには炎症指標と咀嚼機能検査指標の併用が望ましいことが示唆された。日歯周誌　58巻　秋季特別号　
124ページ．

リマウント調整による総義歯装着者の咀嚼能力の改善

河原英雄、成松由香、小松亜希子

義歯をリマウントして行った咬合調整の効果は、患者の感覚でしか評価できなかった。グルコースを含むグミゼリーを
咀嚼させて溶出したグルコース量を測定することで、客観的に評価できることが明らかになった。（日本顎咬合学会誌　
36巻　17－24，2016）

グルコセンサーGS-IIによる咀嚼能力検査

志賀　博、田中　彰、山本早織、倉持淳子

グルコース含有グミゼリーを用いて有床義歯装着患者の治療前後における咀嚼能力を分析した結果、グルコースの溶出
量は、治療後の方が治療前よりも有意に大きくなった。このことから、咀嚼機能の評価に応用できることが明らかに
なった。（日本歯科理工学会誌　36巻　29－32，2017）



整理番号 431201

申請技術名

申請団体名

【医薬品について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日
薬事承認上の

「効能又は効果」
薬価
（円）

備考
※薬事申請及び公知申請の状況等
（薬事承認見込みの場合等はその
旨を記載）

【医療機器について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日
薬事承認上の

「使用目的、効能又は効
果」

特定保険
医療材料

特定保険医療材料に該当する場合
は、番号、名称、価格を記載
(※薬事申請及び公知申請の状況
等（薬事承認見込みの場合等はそ
の旨を記載）

【体外診断用医薬品（検査用試薬）について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日 薬事承認上の「使用目的」

【その他記載欄（上記の欄に記載しきれない内容がある場合又は再生医療等製品を使用する場合には以下を記入すること）】

※　薬事承認されていない医薬品、医療機器又は体外診断薬を使用した技術は、原則として医療技術評価分科会での評価の対象外であ
る。承認見込みの場合、2019年８月末日迄に承認取得が可能な場合のみ、評価の対象となることに留意すること。

※　医薬品、医療機器又は体外診断薬については、当該技術の核となるものについて必ず具体的な薬品名、製品名を記載すること。

当該技術に使用する医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品について

※　該当する製品の添付文書を添付すること。

※　薬事承認上の内容等が不明な場合は、添付文書を確認するか、製造販売会社等に問い合わせること。

※　記載が不十分であると判断した場合は評価の対象外となるため、必要事項をもれなく記載すること。

糖尿病を有する歯周病患者における咀嚼機能検査

特定非営利活動法人日本歯周病学会

備考
※薬事申請及び公知申請の状況等（薬事承
認見込みの場合等はその旨を記載）



 
 

技術名「糖尿病を有する⻭周病患者における咀嚼機能検査」 
 

【技術の概要】 
l グルコースを含むグミゼリーを⼀定時間咀嚼し、溶出さ

れたグルコース量により咀嚼機能を判定する。 
 
【対象疾患名】 
l ⻭周炎（糖尿病患者） 
2017 年患者調査の概況によると、年間対象患者数は 
138,600 ⼈程度と考えられる。 
 
【現在当該疾患に対して⾏われている治療との⽐較】 
l 現在、⻭周ポケット測定、付着レベル測定、動揺度測定

により⻭周病の重症度を評価しているが、いずれも咀嚼
能⼒を評価するものではない。 
 

【有効性】 
l ⼀⽅、グミゼリーによる咀嚼能⼒検査は有床義⻭咀嚼機 

 
能検査で実証されているように簡便かつ客観的な判定が可
能になる。 
 
【診療報酬上の取り扱い】 
l 検査 
l 300 点 

（有床義⻭咀嚼機能検査の点数に照らし合わせて） 



　有

過去に提案した年度及び技術名
（新しい順に「、」で区切って記
載）

追加のエビデンスの有無 　無

【評価項目】

区分 　Ｉ

番号
技術名

既存の治療法・検査法等の内容

既に全部金属冠または前装金属冠が装着されている根尖性歯周炎に対して感染根管処置を行う場合、冠除
去後に歯質のほとんどが欠損しており、ラバーダム防湿での完全な防湿が困難となる。感染根管治療の安
全性の確保と成功率向上のために隔壁法の実施を評価し、現行では感染根管処置に含まれていることか
ら、新設を提案する。

抜髄や感染根管処置において、ラバーダム防湿を施すことは根管内の無菌化に大きく寄与することは卒前
教育のレベルでも周知（文献1）であり、歯内療法後に疼痛が解消しない症例の87%にラバーダム防湿がな
されていない報告がされている（文献2）。ラバーダム防湿がされない理由に歯冠欠損が多く、ラバーダム
防湿の装着が困難なことが多い。歯冠形態を整えて、ラバーダム防湿の効果を発揮するために隔壁法を行
う。従来隔壁法は感染根管治療に含まれているが、欠損の大きな歯に対する隔壁法は多大な時間（文献3）
と材料（コンポジットレジン）を要する。感染根管治療の安全性の確保と成功率向上のために隔壁法の実
施を評価するために提案する。

「実績あり」の場
合

③対象疾患に対し
て現在行われてい
る技術（当該技術
が検査等であっ
て、複数ある場合
は全て列挙するこ
と）

対象疾患名

保険収載が必要な理由
（300字以内）

①申請技術の対象
・疾患、病態、症状、年齢等

②申請技術の内容
・方法、実施頻度、期間等
　（具体的に）

④有効性・効率性
・新規性、効果等について③との比較

整理番号

申請技術名

申請団体名

本技術または本技術に類似した技術の
提案実績の有無

技術の概要
（200字以内）

対象疾患：冠やメタルポストが装着され歯冠が大きく実質欠損を伴う根尖性歯周炎
病態・症状：根管内は細菌が増殖し、根尖歯周組織に炎症の症状を示す。
年齢等に差はない。

文献2でラバーダム防湿・隔壁形成法の必要性と術式が述べられています。根管治療にラバーダム防湿は必
須であり、そのラバーダム防湿の効果の向上のために隔壁形成法も必須と考えます。
方法：冠あるいはポストが装着された根尖性歯周炎の歯に対し、①それらを除去後、さらに感染象牙質を
徹底後に根管口を明示する。②根管口および髄床底をストッピングで覆う。③マトリックスバンド等を用
いて、通法に従い光重合タイプのコンポジットレジンを用いて、ラバーダムクランプが安定するよう歯冠
形態を整える。④ラバーダム防湿を装着し、ラバーシートと施した隔壁との間に間隙がないことを確認
し、アクセスオープニングから通法の感染根管処置を開始する。
実施頻度：冠あるいはポストが装着された根尖性歯周炎の数は推測になりますが、「社会医療診療行為別
統計　平成２９年６月審査分」から「歯冠修復物又は補綴物の除去　困難」808,972x12=9,707,664（件/年
間）、「歯冠修復物又は補綴物の除去　著しく困難」164,133x12=1,969,596（件/年間）計11,677,260（件
/年間）のうち、感染根管治療目的の除去を半数の年間5,000,000件（感染根管処置（単根管・２根管・３
根管以上）の年間総数8,560,944件の約58%にあたる）と仮定する。隔壁法の実施は実質欠損のあるすべて
の抜髄および感染根管処置に行うべきであるが、今回提案する隔壁法の算定は、材料と労力の観点から
冠・ポスト除去後の感染根管処置に限定し、算定に制限をかける。
期間：感染根管治療の開始時に行い１回限りとする。

6
感染根管処置

医療技術評価提案書（保険未収載技術）

432101

隔壁法

一般社団法人　日本歯内療法学会

　提案年度（西暦）：2017
　提案当時の技術名：隔壁法

根尖性歯周炎

現在の隔壁法の実施は、抜髄や感染根管処置に含まれている。

冠やポストの除去した後の感染根管処置は歯質の崩壊が著しくラバーダム防湿を施すには隔壁法が必須と
なる症例がほとんどである。多量のコンポジットレジンの使用と係る時間の補填がないので隔壁を行わず
に、ラバーダム防湿をしないあるいは不完全な防湿で感染根管治療を行う例が少なくないと考えらる。こ
の状態で感染根管処置を行っている状況では、根尖性歯周炎が再発し、再根管治療が必要となる例が多い
と予想されます。感染根管治療の成功率を上げ、再発の少ない正しい根管治療を行うためにも隔壁の収載
は必須である。



エビデンスレベル 4

年間対象患者数(人）
国内年間実施回数（回）

施設の要件
（標榜科、手術件数、検査や手術
の体制等）

人的配置の要件
（医師、看護師等の職種や人数、
専門性や経験年数等）

その他
（遵守すべきガイドライン等その
他の要件）

妥当と思われる診療報酬の区分 　Ｉ

点数（１点10円）

その根拠

区分 　区分をリストから選択

番号
技術名

具体的な内容

プラスマイナス
予想影響額（円）

その根拠

　３）調べていない 　１）を選択した場合は、下の欄に詳細を記載。

　d. 届出はしていない

１）名称

２）著者
⑯参考文献１

※　該当する場合、国名、制度名、保険適用上の特
徴（例：年齢制限）等

⑭その他

⑮当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

⑬当該技術の先進医療としての取扱

　予想影響額

・施設基準
（技術の専門性等
を踏まえ、必要と
考えられる要件
を、項目毎に記載
すること）

⑩希望する診療報
酬上の取扱

　関連して減点や
削除が可能と考え
られる医療技術

⑥普及性

⑤　④の根拠となる研究結果

※患者数及び実施回数の推定根拠等

⑦技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度（専門性等）

⑧安全性
　・副作用等のリスクの内容と頻度

⑨倫理性・社会的妥当性
（問題点があれば必ず記載）

⑪当該技術において使用される医薬品、医療機器又
は体外診断薬　(主なものを記載）

⑫当該技術の海外における公的医療保険（医療保
障）への収載状況

5,000,000回

「社会医療診療行為別統計　平成２９年６月審査分」から「歯冠修復物又は補綴物の除去　困難」
808,972x12=9,707,664（件/年間）、「歯冠修復物又は補綴物の除去　著しく困難」164,133x12=1,969,596
（件/年間）計11,677,260（件/年間）のうち、感染根管治療目的の除去を半数の年間5,000,000件（感染根
管処置（単根管・２根管・３根管以上）の年間総数8,560,944件の約58%にあたる）と推定する。

隔壁の技術的な難易度は平易であり、高度な技術の必要はない。
学会及び卒前の歯科医学教育では、ラバーダム防湿・隔壁形成法の必要性は教科書（文献1）にも記載され
根管治療にラバーダム防湿の装着は必須であると考えられている。ラバーダム防湿の実施を確実にするた
めに、隔壁法の実施も必須である。

271点

平成29年度（平成２９年　社会医療診療行為別統計から）の抜髄（単～3根管）は約7,000,00回、一方、感
染根管処置（単～3根管）は約8,600,000回であり、感染根管治療は抜髄の1.2倍以上なされている。世界的
に根管治療の成功率が90%以上といわれる中では再根管治療が異常に高い頻度でなされていると推察する。
一方、根管治療の予後に大きな影響を及ぼすラバーダム防湿の装着（文献１）に関わる隔壁の実施の調査
（文献２）では、大臼歯に多く実施され、その操作時間は27分間と報告されている。
隔壁の実施と再根管治療の頻度の直接的な関係は不明であるが、文献１からは想像することは容易であ
る。

コンポジットレジン修復（複雑）と同評価として、
窩洞形成複雑なもの（86点）＋充填１複雑なもの（156点）＋充填　歯科充填材料Ⅰ　複合レンジ系　複雑
なもの　材料（29点）合計　271点

-

なし

なし

隔壁の実施後の根管治療においてはラバーダム防湿の実施は必須とする。
根管充填後のエックス線検査を実施すれば、隔壁を実施してあるかを確認できる。

隔壁法の実施が評価されることによって、根管治療時のラバーダム防湿の装着がされるようになり、根管
洗浄液の口腔内漏洩、根管拡大器具の誤飲を防止することができる。頻度は不明。

根管治療でラバーダム防湿は必須である意識の浸透向上し、歯科治療の安全性の向上につながる。

光重合コンポジットレジン

　

なし

なし

プラスマイナス
約　０

隔壁法に係る費用は④の推測によって年間5,000,000回として、1回2710円 13,550,000千円
これによって、成功率の上昇を30%(*)として、再根管治療として感染根管治療（3根管：438）、根管貼薬3
回（3根管：46）、根管充填＋加圧根管充填（3根管：114+200）1歯あたり8900円×5,000,000歯の30%）＝
13,350,000千円でほぼ同額となる。
30%の算出は、文献２の歯内療法後に疼痛が解消しない症例の87%にラバーダム防湿がなされていない報告
を参考にラバーダム防湿が適切に施されたとしたら、約半分、さらに隔壁法の実施を行えばということで
30%と見積もりました。あくまでも推測となります。

なし

歯内治療学 第5版：第4章歯内療法における基本的術式の概要Ⅱ無菌的処置, 医歯薬出版, 39-43, 2018

勝海一郎, 興地隆史, 石井信之, 中田和彦



３）概要（該当ページについても
記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについても
記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについても
記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについても
記載）

１）名称

２）著者

３）概要（該当ページについても
記載）

⑯参考文献１

⑯参考文献２

⑯参考文献３

⑯参考文献４

⑯参考文献５

第4章歯内療法における基本的術式の概要Ⅱ無菌的処置, 医歯薬出版, 39-43, 2018）の中で必要性と術式
が述べられています

Factors associated with continuing pain in endodontics, Australian Dental Journal 1994; 39 (3) 
157-61

Paul V. Abbott

Table 7（p.159）にIncidence of 23 treatment factors associated with 100teeth referred because 
of continuing pain after endodontic treatment had been commenced by referring dentistというタイ
トルの表で、歯内療法後に痛みが続く症例100例の内、87例がラバーダム防湿の未使用であることを報告さ
れており、ラバーダム防湿の実施が根管治療の成否に大きくかかわることを示しており、それを確実な実
施に導く隔壁法の実施は必須であり、実施することによって根管治療の成功率は向上すると考える。

レジン隔壁作製症例の実態調査, 特定非営利活動法人日本歯科保存学会学術大会プログラムおよび講演抄
録集 145回 Page134(2016.10)

山口 博康(鶴見大学歯学部附属病院 総合歯科), 渡邊 保澄, 湯浅 茂平, 岩瀬 弘和, 小林 一行

歯学部付属病院での隔壁の実施状況とその所要時間の報告である。隔壁の実施は上下顎大臼歯に多く、ま
たその所要時間は27分間である。

根管治療におけるラバーダム防湿の必要性（P.901）を述べ、隔壁の作成（P.906）を報告している。

歯内療法を成功させるためのlogic(Vol.1)　歯内療法の予後と無菌的処置環境, 歯界展望 (0011-8702)129
巻1号 Page90-100(2017.01)

神戸 良

根管治療の無菌的環境の必要性を述べ（P.94）、ラバーダム防湿、隔壁法の実施法（P.96）について報告
されている。

成功に導くエンドのイニシャルトリートメント　根管治療の前準備　事前説明、ラバーダム、消毒、隔壁
作製, 歯界展望 (0011-8702)125巻5号 Page900-906(2015.05)
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「隔壁法」についての概要図 
1. 技術名：隔壁法 

2. 技術の概要：根管治療の成功にはラバーダム防湿は卒前教育でも必須であることが言われている。Paul V. Abbott,Factors associated with 

continuing pain in endodontics, Australian Dental Journal 1994; 39 (3) 157-61（文献 1）Table 7.（左下表）の報告によると歯内療

法後に痛みが続く症例 100 例の内、87 例がラバーダム防湿の未使用であることを報告されており、ラバーダム防湿の実施が根管治療の成

否に大きくかかわることを示しており、ラバーダム防湿の実施・効果を確実に導く隔壁法の実施は必須であり、根管治療の成功率は向上す

ると考える。特に下図 1のように感染根管治療を実施するにあたり、冠およびメタルコアを辞

去後はラバーダム防湿の装着は困難であるが、図 2のように象牙質接着システムとコンポジッ

トレジンを用い隔壁法を実施することでラバーダム防湿の装着が容易となり、①防湿効果（術

野の汚染防止）、②治療の安全性が確保でき、③仮封の確実性（左表 2 項目目不十分な仮封に

ついては 100 例中 80例）の向上が図れ、根管治療の成功に大きく貢献する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 対象疾患名：根尖性歯周炎 
4. 現在当該疾患に対して行われている治療との比較：隔壁法の実施にあたっては、現在は感染根管治療に含まれている。隔壁法の実施がどの

くらいの頻度でなされているかは不明であるが、多大な時間と材料費がかかるため実施されている頻度は決して高くないと推測される。 
5. 有効性及び診療報酬上の取扱い：ラバーダム防湿の実施を確実にする隔壁法の実施は、上図から読み取ることは容易である。 

この隔壁法の算定にあたっては、時間と費用がかかるという観点から歯質が大きく欠損した根尖性歯周

炎のうち、冠またはコアの除去を行った歯と限定する。 

図 1. 冠およびメタルコア除

去後の状態。ラバーダム防湿の

実施は困難である。 

図 3. 隔壁法によって、確実な仮

封も期待できる。 

図 2. 接着システムとコンポ

ジットレジンを用いて隔壁法

を実施。確実なラバーダム防

湿の実施が可能となる。 


